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第13回データ利活用制度・システム検討会 

 

（開催要領） 

１．開 催 日 時：令和７年 10 月２日（木）9:00～11:00 

２．場 所：デジタル庁 20 階庁会議室 

３．出 席： 

入江  直彦 株式会社日立製作所インフラ制御システム事業部シニアストラ

テジスト（阿部構成員代理） 

安中  良輔 日本製薬工業協会産業政策委員会健康医療データ政策 GL 

生貝   直人 一橋大学大学院法学研究科教授 

依田  高典 京都大学大学院経済学研究科教授 

稲谷   龍彦 京都大学大学院法学研究科教授 

小川  尚子 一般社団法人日本経済団体連合会産業技術本部長（岩村構成員

代理） 

岡田  淳 森・濱田松本法律事務所外国法共同事業パートナー弁護士 

落合  孝文 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業プロトタイプ政策研究所

所長・シニアパートナー弁護士 

宍戸  常寿 東京大学大学院法学政治学研究科教授 

巽   智彦 東京大学大学院法学政治学研究科准教授 

丹野  美絵子 公益社団法人全国消費生活相談員協会参与 

森田  朗 一般社団法人次世代基盤政策研究所所長・代表理事 

東京大学名誉教授 
 

＜事務局＞ 

望月  明雄 デジタル行財政改革会議事務局長代理 

蓮井  智哉 デジタル行財政改革会議事務局長補佐／デジタル庁統括官 

山澄   克 デジタル行財政改革会議事務局審議官 

吉田  宏平 デジタル行財政改革会議事務局審議官 

杉本  敬次 デジタル行財政改革会議事務局審議官 

岡井  隼人 デジタル行財政改革会議事務局参事官 

坪井   宏徳 デジタル行財政改革会議事務局参事官 
 

＜オブザーバー＞ 

田邊  貴紀 公正取引委員会事務総局経済取引局調整課長 

香月  健太郎 個人情報保護委員会事務局参事官 

林    美桜 デジタル庁政策・法務ユニット法務スペシャリスト 

吉田  泰己 デジタル庁戦略・組織グループ企画官 



2 

 

坂本   光英 総務省情報流通行政局地域通信振興課デジタル経済推進室長 

守谷  学 経済産業省商務情報政策局情報経済課長 

 

（議事次第） 

１．開会 

２．議事 

「データ利活用制度の在り方に関する基本方針」を踏まえたデータ利活用制度の検

討に向けて 

３．閉会 

 

（資料） 

資料１   データ利活用制度・システムの検討に向けて 

参考資料１ データ利活用制度・システム検討会の開催について 

 

 

（概要） 

○森田座長 皆さん、おはようございます。お久しぶりでございます。本日は早朝からお

集まりいただきまして、ありがとうございます。 

 ただいまから、第13回「データ利活用制度・システム検討会」を開催いたします。 

 まずは、事務局から本検討会の再開の経緯及び本日の会議運営について、御説明をお願

いいたします。 

○山澄審議官 事務局でございます。 

 改めまして、構成員の皆様におかれましては、御多忙の中を御参集いただきまして、あ

りがとうございます。 

 本検討会を振り返りますと、６月まで「データ利活用制度の在り方に関する基本方針」

の策定に向けて御議論をいただきました。その結果であります基本方針では「取組を具体

化するため、官民データ活用推進基本法の抜本的な改正、新法など必要な検討を行い、次

期通常国会に法案を提出することを目指す」ということが記されてございます。 

 今後、事務局において検討を深めてまいりますが、その際、構成員の皆様から御意見を

伺いながら議論を進めてまいりたいと考えてございますので、森田座長とも御相談の上、

改めて本検討会で御議論いただくということにさせていただきました。 

 次期通常国会への法案提出に向けまして、年末または年始のあるタイミングまで、月１

回程度の頻度ということで御議論いただくことを想定してございます。 

 なお、この議論と関連性が深い個人情報保護法の改正というものについて、別途個人情

報保護委員会で中心的に御議論をされていると承知してございます。本日以降のこの検討

会の御議論では、基本的にデータ利活用促進のための新たな制度について中心的に御議論
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をお願いしたいと考えてございます。個人情報保護法は関連をいたしますが、一応の守備

範囲としてはそのようなことでよろしくお願いしたいと思います。 

 本日は、事務局からこれまでの議論の振り返りを申し上げた上で、データ利活用制度の

今後の検討に向けて論点を例示させていただき、その後、構成員の方々に御討議をいただ

ければと考えてございます。 

 資料は席上のタブレットに格納してございますので、不具合等があればいつでもお申し

つけください。 

 本日は、阿部構成員の代理として株式会社日立から入江様、岩村構成員の代理として日

本経済団体連合会より小川様に御参加いただいてございます。 

 安中構成員、生貝構成員、依田構成員、稲谷構成員、落合構成員、宍戸構成員、巽構成

員はオンラインで御参加ということで承知しております。 

 上野山構成員、越塚構成員が御欠席でございます。 

 なお、他の御予定のため、宍戸構成員は10時45分頃御退席予定とお伺いしております。 

 事務局からは以上です。 

○森田座長 ありがとうございました。 

 それでは、早速ですが、本日の議事に入りたいと思います。 

 これにつきましては、まず事務局から御報告をお願いいたします。 

○山澄審議官 それでは、タブレットの資料１を御覧いただければと思います。「事務局

提出資料」と書いてあるものです。 

 １ページ目でございますけれども、これは先ほども少し触れましたが、６月の基本方針

ということから関連部分の抜粋です。やや冗長ですが、改めて関連部分を読ませていただ

きますと、社会的背景としまして、我が国は総人口の減少、そして、それを上回るスピー

ドで生産年齢人口の減少に直面しており、社会や経済の活力維持が大きな課題となってお

ります。データとAIの利活用は、限られた人的資源を補完しながら新たな価値や知の創造

を促進し、生活の質の向上と個人の幸福・自由、そしてWell-Beingを実現する社会を支え

る基盤となると。 

 他方で、データ利活用の現状としては、データは「現代の石油」と例えられ重要性が指

摘されてきたものの、日本では行政データを含め国際的に見ても利活用による価値創出が

遅れており、その背景には、我が国特有のビジネス慣行や制度的枠組みの複雑さがあると。

企業や行政の現場には依然としてアナログ業務が残り、情報システムが導入されていても

「技術的負債」によって最新のデジタルツールを十分に活用できないことが多く、仮に業

務がデジタル化されていてもデータは部門ごとの効率化にとどまり、他部門や他主体との

共有や連携による利活用や価値創出にまで至らない現状であると。このような背景の下で

構築されてきた法制度や情報システムも部門横断・主体間の連携を前提としておらず、柔

軟性や基盤整備の不足がデータ利活用の広がりを制約していると、このように背景及び現

状評価を取りまとめています。 



4 

 

 その次のスライドでございます。２枚目でございますけれども、これは欧米日の比較で

ございますが、とりわけ最近注目されております欧州では記載のような動きがこの数年間

進展しておって、2020年のデータスペース構想、それから2021年にはデータガバナンス法、

2023年にデータ法と。加えまして、部門ごとの分野ごとの制度といたしましてもEHDS法等

が2025年ということで、こういう全体的な制度整備が進んでおりますのと比較いたします

と、我が国ではデータの保護という側面ではEUのGDPRと並びますような個人情報保護法が

整備されております一方で、データ利活用について言えば、ある種の理念、方向性を示し

た法律としては2016年に官民データ活用推進基本法というものはありつつも、分野横断的

なものについては整備が十分なされておるわけではなく、医療など個別分野において作用

法が策定されていることにとどまるということが現状でございます。EUのまねをするのが

いいというわけではございませんけれども、このような動きも念頭に置く必要があると。 

 ３ページは説明を省略させていただきますが、これまでこのような議論の中で進めさせ

ていただいた振り返りでございます。 

 ４ページ、改めまして基本方針の全体概要でございますが、上段の将来像は先ほどと重

複いたしますので省略するとして、最下段の先行分野の取組につきましては、例えば医療

データにつきましては内閣府医療戦略室、厚生労働省等での御検討、金融データでも関係

省庁がやっておるというもので、現在あるいは近い将来、積極的に進められていくことと

承知しておりますけれども、私ども内閣官房デジタル行財政事務局の立場といたしますと、

特に主体的に取り組むべき宿題となっておりますのは中段のところでございまして、分野

横断の取組ということでございます。 

 この中で、右の四角囲いをしているところに例示ということでございますけれども、主

な検討事項ということで、データの標準化、データ連携を円滑化するため、国が重要分野

のユースケースについて標準規格を策定するですとか、データ連携の推進、その上で「デ

ータ連携プラットフォーム」制度の構築、こういうことはもちろん論点の中でもややクロ

ーズアップして取り上げさせていただいておるところでございます。それから、トラスト

基盤の整備、データ蓄積・アクセスの円滑化として質の高いデータ収集の方法、あるいは

ユースケースについてどう考えるか、デジタル公共財の整備ということについて問題提起

されております。データガバナンスにつきましては、個人情報保護法の改正を含めまして、

いかに適正な取扱い確保をするべきかということが論点になっています。繰り返しになり

ますが、このうち個人情報につきましては、主に個人情報保護委員会における個人情報保

護法の改正の文脈の中で精力的な議論がなされておるところですが、それ以外については

むしろこの場を含めまして内閣官房で精力的にやっていかなければならない、そういう問

題意識でございます。 

 事務局の説明のスライドとしては最後になりますが、データ利活用の推進に係る制度整

備に向けた論点ということで、これのみというわけではありませんけれども、中心的に我々

として想定しております論点を提示させていただいておりますが、１つ目といたしまして
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「データ利活用制度の在り方に関する基本方針」で示された内容をどのようにして具体化

していくかということで、各分野のユースケースに即したデータの標準化を進めていくた

めに、どのような課題があるか、具体的な方向性をどうするか、国際的な相互運用性も確

保しつつ、データ連携の基盤となるトラスト基盤をどう整備・運用するか、様々なデータ

の利活用に当たり、データガバナンスの在り方をどう考えるか。 

 ２つ目の固まりといたしまして、データ連携の推進の一環として制度化を検討するデー

タ連携プラットフォームの機能整備に向けて、どのような論点があるか。１つ目に、信頼

性を確保するための制度としてどのようなものが考えられるか、国による認可、許可とい

うやり方もありますし、別の方法もあるかもしれません。どのような目的のデータ連携を

対象とするべきか、社会問題の解決、大きく言えばそういうことなのですけれども、より

ブレークダウンしていくとどのようなものになるかと。安心してデータ提供を行うために

どのような仕組みが求められるか、その中にはセキュリティー、データ管理に係るガバナ

ンス等々、扱い方については当然一定のリクエストが必要になると思いますけれども、そ

ういうものをどう考えていくかと。 

 大きな３つ目の固まりとしまして、データ連携の促進やデータ提供のインセンティブ確

保に向けてどのような措置が考えられるか。裏返して言えば、現在の状況においてデータ

利活用を行うに当たって、何らかの法制上や実務上の課題があるのではないかと思ってお

ります。そういうものについて、それが一体何なのか、どういうものなのかということで、

それに対してどのような処方箋が考えられるかと。 

 ４つ目といたしまして、行政保有データの利活用に向けて、行政の持っているデータを

有効活用していくためにどのような制度・仕組みが考えられるかということがあろうかと。 

 最後に、全体的にこれらの制度・仕組みに係る具体的なユースケースとしてどのような

ものが考えられるかということについても、御知見のほどを承れれば大変ありがたいと。 

 事務局からは以上でございます。 

○森田座長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいま事務局から御提示いただきました論点を中心にいたしまして、今後

の検討に関して構成員の皆様から御意見をいただければと思います。今日は特定のという

よりも、今のテーマについて御自由に御発言いただきたいと思いますので、御発言のある

方は適宜、会場にいらっしゃる方はネームプレートを立てていただきたいと思いますし、

またオンラインの方は挙手ボタンを押していただければと思います。早速ですが、いかが

でございましょうか。 

 丹野構成員、どうぞ。 

○丹野構成員 今の山澄審議官の御説明、大変共感しながら聞かせていただきました。 

 データ利活用の推進については、基本方針に示されたとおり、その方針の延長上で検討

されると認識をしておりますが、特にその中でも透明性、信頼性が確保されることが利活

用推進の基盤であると明記をされましたので、個人としてこれを踏まえて制度整備の具体
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化が行われていくことを強く期待しております。 

 以前も申し上げましたけれども、個人は利活用において利益を受ける側であるとともに、

情報を提供する、取得される側であり、現状では個人情報がどのように使われているのか

分からない状況にあります。そのため、今後はデータの取得者、利用者や個人の情報がど

のように使われているかに関して、個人に分かりやすく説明、発信する説明責任を果たす

ことが事業者にとって必要な投資であることも基本方針に明記されましたので、信頼の醸

成と透明性が欠かせないということですので、今後の議論においてもこの観点は重視して

いただきたいと思います。 

 ただ、まだユースケースの具体案は示されておりませんので、ここで言われている論点

についてはとても重要なものでとてもいいと思いますが、正直、あまり深く中身について

承知していないところもございますので、次回から具体案をお示しいただきたいと思って

います。期待をしています。 

 それでも１点だけ申し上げたいと思いますが、信頼性の部分の論点案の２つ目のポツの

１つ目の矢羽根です。そこに信頼性を確保するための制度として、国による許可、認定等

と例示をされておりまして、正直、これができたらすごいというか、大変この方向性に共

感をいたしました。 

 現状、個人はデジタル社会の中で生きているのですけれども、不安を抱えつつ、多分大

丈夫だろうと考えながら、様々なツールを選択したり、利便性を享受したりしながら、し

かしトラブルもあります。そういう言わば安心を手探りで模索している状況に個人はあり

ます。そうすると、デジタル社会は個人にとっては例えばAIを既にたくさんの方が利用し

ていらっしゃると思いますけれども、様々な利便性をうたわれていても、その選択に関し

ては常に自己責任の世界にいるわけで、その状況では個人は利用しているけれども不安だ

という状況におります。 

 そういう意味では、データ連携プラットフォームにおいて国もしくは公的な許可、認定

と書いてありますけれども、そういうことが行われることになると、個人としては非常に

安心感を得ることができる、信頼が担保されることにつながるのではないかと思っており

ます。もちろん、これはそれによって得られる利便性、利益が従来よりも格段に大きいな

ど、個人がこれを評価できるような、そういう判断ができるようなものであることが前提

になりますが、説明責任を果たされることも必要ですが、そのベースで国の許可、認可が

あることは、個人の信頼、安心をきちんと担保する仕組みの１つになるのではないかと思

っています。 

 もっとよく具体を知ってから本当は総合的にコメントすべきなのでしょうけれども、今

の段階の方向としてはということで申し上げたところです。 

 以上です。 

○森田座長 ありがとうございました。 

 続いて、手が挙がっていますので、会場の岡田構成員からお願いします。 
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○岡田構成員 岡田でございます。 

 今、国による許可、認定制度について少し丹野構成員からも言及があったので、それに

ついて私からもコメントしたいと思います。 

 国に限らず第三者機関等も含めた許可、認定制度というものの在り方について深掘りを

して検討していくということについて、私も賛成であります。なかなか制度設計は難しい

ところもあると思うのですけれども、特に具体的なニーズやユースケースがある（あるい

は期待できる）ところでうまく活用できれば、十分にワークし得るのではないかと思って

います。 

 他方で、これまでもそういった認証や認定制度として、うまくいった例もあれば、必ず

しもうまくいっていない例もあるのは承知をしておりまして、実務ニーズが生まれてこな

いような分野もあるので、その点の精査は大事だと思います。他方で、本当に具体的なニ

ーズがたくさん出てくるまで待っているのがよいのかと言われると、逆にこういった仕組

み自体をつくっておけば、そこからニーズが増えてくるという側面もあり得るとは思うの

で、新規の取組にチャレンジしやすいようなフレームワークについて検討していくことに

ついては賛成でございます。 

 そういった法制度を深掘りして検討していくに当たっては、考慮しないといけないポイ

ントが幾つかありまして、まず明確なメリットを事業者等が感じられるという枠組みにす

ることが必要であると思っていることと、認証等の取得・維持の負荷があまりにも過大で

ないということが使いやすさの観点からは重要になってくるのかと思います。どうしても

そういった制度のフレームワークをつくろうとする際に、あっちの要請も立ててこっちの

要請も立ててみたいなことになると、結局誰にとっても使い勝手がよくないということに

もなってしまいがちなので、その辺りは工夫して、目指すベクトルの大きな方向性が分か

りやすいように大胆な制度設計を検討してもいいのかと思っています。 

 

 特に、既存の制度で要件が曖昧でグレーな部分について認定によってお墨つきを与えて

いただけるとか、あるいは規制の観点からは形式的に条文を読むとアウトになってしまう

可能性が高いのだけれども、トータルで見て実質的には様々なセーフガードが図られてい

る、あるいは社会的にも意味があるようなプロジェクトについては実験的に認めていくと

か、いずれにしてもそういった新しいデータ共有、データ開放も含めた取組を積極的に寄

り添って後押ししていけるような仕組みがもし構築し得るのであれば、十分検討の余地は

あるのかと思っています。 

 もう一点、別の話ですけれども、先日公表された基本方針について、分野横断的な部分

も非常に網羅的に論点をカバーされている一方で、具体的な医療、金融等を含めた個別分

野でかなりタイムラインも含めて踏み込んだ取組が示されたという点は非常に大きな意義

を有すると思っています。医療等についても今、具体的に議論が進んでいるものと理解を

しております。そういった具体的な個別分野で先行している部分もあると思うのですけれ
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ども、良い面と課題の双方について、個別分野から得られた学びを分野横断的な論点の中

でもうまく取り込んで、分野横断と個別分野のそれぞれがお互いにフィードバックをし合

って、よりよい仕組みをつくっていくことが重要になると思います。そこから分野横断的

な観点でも新しい具体的なヒントやニーズの思いつきが生まれてくるのではないかと期待

しております。 

 私からは以上です。 

○森田座長 ありがとうございました。 

 続いて、オンラインで手を挙げていらっしゃいます依田構成員、宍戸構成員の順でお願

いいたします。 

 どうぞ。 

○依田構成員 おはようございます。京都大学の依田高典でございます。 

 データ利活用とAIの好循環の形成に賛同いたします。そのためには、国民が安心してデ

ータを提供できるようなセーフティーネットの整備が望ましいと考えております。 

 前回検討会で述べたことではございますが、引き続き私の意見を３点申し上げます。 

 第１に、医療、防災、交通、教育など、公益性が高く個人への不利益が限定的な利用に

ついては、必ずしもオプトインに固執するのではなく、簡便な拒否権、ワンストップのオ

プトアウト方式を組み合わせる仕組みが有効ではないかと考えます。その際は、利用目的

や提供範囲、保存期間を明確にし、仮名化、アクセスログの保持、第三者監査などによっ

て実効性を確保することが望まれます。 

 第２に、多くの優良企業は適切に対応されると思いますが、一部には国外事業者も含め

て実在性や国内窓口が不明確な事業者、悪質事業者によるデータ収集の懸念は一定程度残

ります。既存の個人情報保護法や特定商取引法の枠組みを基盤としつつも、国内代理人や

連絡先の届出義務、法人の実在性確保、登録更新制の強化などを検討する余地はまだある

と考えます。また、重大な違反があった場合には、業務停止命令や課徴金といった措置を

整備し、再発防止を高めることも有効と考えます。 

 第３に、統計モデルの推定スコア、スコアが信用スコア、人事評価、疾病リスクなどで

本人が気づかない形で広く利用される懸念があります。こうしたスコアについては、利用

目的の限定、品質評価、バイアス検証、説明可能性、異議申立ての手続を整備することが

重要と考えます。不当な差別や不利益を防ぐ仕組みを整えるとともに、AIの出力の２次利

用に関しても、リスクアセスメントやログ保全など、ガバナンスの充実を図ることが望ま

れます。 

 私からは以上でございます。ありがとうございました。 

○森田座長 ありがとうございました。 

 続きまして、宍戸構成員、どうぞ。 

○宍戸構成員 東京大学の宍戸でございます。ありがとうございます。オンラインで失礼

いたします。 
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 私からもこの検討の方向性に賛同いたしますとともに、論点に即して幾つか意見を申し

上げたいと思います。 

 １つは、１番目のポツの基本方針の具体化の２本目の矢羽根に関わりますけれども、国

際的な相互運用を確保したトラスト基盤整備につきましては、繰り返しになりますが、私

は個人情報保護委員会に委員として出ているわけではないのですが、私のいる委員会の委

員長であります手塚先生が先般DFFT2.0という概念を国際的な場でも提起しておられます。

例えばこういった考え方も踏まえながら議論をいただくといいのではないかと思います。 

 また、ユースケースに即してということでございますけれども、これも御案内のとおり、

医療情報につきましては、基本方針の下、森田座長の下で内閣府で別途議論が進んでおり

ますので、そこの議論も見ながら、あるいはそこの議論もこの場にフィードバックしなが

らでありますけれども、他の分野のデータ連携や目的、あるいは汎用的な仕組みについて、

この場で議論を深められればいいのではないか、今、依田構成員がおっしゃったような防

災等々のところを深掘りできるといいのではないかと思っております。これが１点目でご

ざいます。 

 ２点目は、大きな２つ目のポツ以降に関わりますけれども、例えばデータ連携プラット

フォームを整備する、制度化を検討する場合に、ある意味では一般の事業者による個人情

報、それ以外の情報、あるいはそれに関する権利・制度に対する特別の取扱いを何らか制

度化していくことになるのだろうと思います。これは突き詰めていきますと、既存の法概

念で申しますと、公益事業特権まで行き着くような気もいたしまして、そういった既存の

法制や考え方のデジタル版として整理をしていくことになるのだと思いますけれども、い

ずれにせよそういった公益性といったものをどのように考えて具体化していくか。何パタ

ーンかあると思いますし、排他的なものではないと思いますけれども、それとガバナンス

の強弱を適宜組み合わせる。その意味では、行ったり来たりするし、何パターンか用意し

ていく、今回できるものからやっていくということでもよろしいのではないかと思ってお

ります。 

 例えば卑近な例で申しますと、よくデータの利活用について言われるのは、例えば研究

や行政目的に直接に密接に関わることについては非常に公益性が高い、だから特別扱いを

認めていいということは直感的な感覚として人々が納得しやすいところであり、個人情報

保護法上もそういった例外的な規定はあるわけです。ただ、これが進んできて、研究や狭

い意味での国家的・官的な公共性を超えて、広い意味での企業さんなどによるいわゆる研

究開発でありますとか、ビジネス上の利益につながってくることになると、公益性はそこ

まで広げていいのだろうかとか、その場合にはいろいろな規制をかけなければいけないの

ではないかとか、そのような議論がどうしても出てきたりするわけです。 

 いろいろな考え方があるわけですけれども、そこについては、いわゆる公益性にも何パ

ターンかある、あるいはグラデーションがあることを正面から見据えた上で、ただ、例え

ばこのデジタル社会で、政府が全部何でも担うことはもともと無理なのでありまして、民
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間の方のインセンティブに基づいたエコシステムとして好循環ができないと、うまくデジ

タル社会は回っていかず、個人等についての便益も公益も生まれてこないことを見据えた

上で、そういったことに取り組まれる企業さんについてガバナンスとの関係を担保するこ

ととの関係で特例を認めるといった考え方を打ち立てていくことが、当たり前だと思いま

すが、社会的受容を得るという意味で大事ではないかと思っております。 

 長くなっていて申し訳ございませんが、ポツの３番目のデータ連携の促進、データ提供

のインセンティブ確保の措置についてでございます。これも個人データあるいは産業デー

タについて、かねてIT室の時代からいろいろ議論してきて、私も関わってきましたが、結

局うまくいっていないということが正直なところであるだろうと思います。この検討会に

おきまして、以前、自動車産業におかれまして、EUバッテリー規則への対応ということで

データ連携プラットフォームの取組が進んでおられるというお話を御紹介いただいたと思

います。あのように、関係者の間にデータを出して共有するというインセンティブがもと

もとあるところについては、そのための障害になっていることをどんどん取り除いて仕組

みを整備するということでひとまず十分であり、そのことを考えていくことになるのだろ

うと思います。 

 そうではなくて、その外側に今の段階でインセンティブがないところ、とりわけデータ

提供者にとってインセンティブがないところについてどうするか、制度化における最大の

ポイントではないかと思います。ドラスチックに考えれば、一定の公益性があるというこ

とで認定をされた主体が、データが欲しい、データを利活用したい、それは公益につなが

るということで認定を受けたということであれば、当然ながらそれについて必要なデータ

を持っている主体に対して、データ提供を一番極端に言えば義務づけるとか、少なくとも

データ提供の協議を求めることができるようにするということが１つの考えであるだろう

と思います。もちろん、これはいきなりある主体から、私は認定を受けたのでデータ提供

をあなたはしてくださいとかと強制的に求められるなどということがあると、みんなびっ

くりする話でございますので、それを例えば行政機関のような公的な主体であるとか、特

定分野についてそういった負担が正当化される主体、名宛て人を法的に明確に義務づける

とかが、まず必要であるだろうと思います。 

 しかし、それ以上に重要なのは、データを提供していいよという例、例えば医療分野に

おいては次世代医療基盤法など本人との関係でオプトアウトで出していいという例はある

わけですけれども、しかし、出していいというだけであって、そこから先、出てこない。

そこはビジネスと相対ですねとか、合意でいけばいいですねということがこれまでの考え

方であったと思いますけれども、実際にはデータ提供を求める側、これで言えばデータ連

携プラットフォームの側が求めて出してもらおうと思っても、データを持っているデータ

ホルダーの側で出すための負担がすごく重い。それこそ標準に合わせるであるとか、仮名

化して加工するとか、そういった技術的なことについての負担がすごく重いということが、

結局のところなかなか出せない要因、出したくても出せないというところがあったのだろ
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うと思います。 

 そうであれば、先ほど協議と義務づけみたいなことも申しましたけれども、本当に実効

的なのは、データホルダーに対して認定を受けた主体からデータ提供についてのお話があ

った場合に、それのお手伝いを誰かがすると。この場合はデータ連携プラットフォーム自

身が入っていって、例えば委託を受ける形でお手伝いをした上で、加工されたデータを今

度は主体的に受け取るといったことを正面から認めるであるとか、何らか政府あるいは政

府関係の機関がそういった加工についてお手伝いをすることができるようにすることが１

つ考えられるのではないかと。そうやってこの仕組みの認定を受けるインセンティブをつ

くって、正の循環をつくるということを考えるべきではないかと思っております。 

 すみません。長くなりましたが、私からは以上でございます。ありがとうございました。 

○森田座長 ありがとうございます。重要な御指摘であったと思います。 

 続きまして、稲谷構成員、どうぞ。 

○稲谷構成員 おはようございます。京都大学の稲谷でございます。どうぞよろしくお願

いいたします。 

 私も今、宍戸構成員がおっしゃったことと若干関係することについて幾つかコメントを

申したいと思います。全体の方向性としては賛成ですということは、まず明確にさせてい

ただければと思います。 

 その上でということなのですけれども、DFFTに関してＴですね。トラストというものを

どうつくっていくのかが国際連携との関係でもとても重要であることはずっと言われてい

るところだと思いますし、またそれを実現するに当たりまして、これはデータセキュリテ

ィーと言われる文脈で我々が取り組んできたことではありますけれども、単純に法や運用

というだけではなくて、技術的な措置も組み合わせて、制度、技術、運用の３つを上手に

組み合わせることで、法執行ないし法遵守のコストを下げつつ進めていくことが非常に重

要なのではないかということは、これまでにも申し上げてきたところですので、この辺り

は反映していただくのがいいのかなと思います。 

 また、その際、どうやって今ある法律みたいなもの、あるいはソフトローでもいいので

すけれども、そこでかかっている規制を技術的措置に代替していったり、あるいは技術的

措置がそれを補完できるようにしたりすることで、先に申し上げたコストを下げていくの

かを考えていく上では、これも前回までの議論にも、また、まとめの中にも出てきたと思

いますけれども、リスクベースアプローチをきちんと適用することで、そういった法規範

が何をやっているのかということを具体的に特定し、それをどういう形で技術が補ったり

あるいは代替しているのかを明確にしていくことということが重要だと思います。これは、

国際的な規範の不整合を技術的措置の標準化によって解決する際にも、結局各法規範は何

をやっているのですかというところを、お互いにつかめないと話が進まないところもあり

ますので、法規範を技術にどうやって落とし込むのかについての方法論みたいなところの

議論とセットで進めていく必要があるかと思います。 
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 さらに言えば、この方法論を用いることで技術的措置の候補を特定していく際にも、可

能な限り民間企業と密接に意見交換をしたりとか、あるいは、どんどんアイデアを募るよ

うな形で、実際にその枠組みを使う側から見たときにも使い勝手がいいものになるように

心がけるというのは、その後に、出来上がった枠組み自体についての法遵守のコストを下

げる上で、重要なポイントになるだろうというのが、１つあると思います。 

 次に、宍戸構成員からもかなり細かくいろいろと御議論があったのは、データ連携につ

いてインセンティブが対立している場合の話だと思います。この点について、宍戸構成員

からは幾つかのアイデアが、例えば究極的には連携の義務づけ、あるいは少なくとも協議

を求めるみたいな仕組みが必要なのではないかというご提案があったかと思います。私も

公益性が極めて高い領域のデータにつきましては、何らかの形で、最終的にはデータを使

いたいという主体が使えるようにしていく仕組みを考えなくてはいけないと思います。 

 ただ、ここで非常に難しいのが、特に、そのデータを活用してある種の事業をやってい

る場合には、その事業自体がある種の公益性を持っている、少なくとも社会的便益を生み

出しているケースもありうるわけです。公益性に関係するデータを利用して事業をやって

いる場合には、その私的事業から公益といって良い社会的便益が生まれていることもある

わけですね。そうすると、公益の実現、あるいは、社会的便益の最大化という観点からは、

データをくれと言っている主体と現在データを持って活用している主体のどっちのほうが、

公益の実現、社会的便益の実現という観点から、より良くデータを使うことができるのか

について考えなくてはいけないという問題がある。 

 そのときに、この問題を解決する１つの方法として理論的に言われているのは、これが

厳密にこの場面に適用できるかどうかはさらに分析が必要なところはあるのですけれども、

COSTと呼ばれる仕組みです。これは何かというと、この場面では、データを今、持ってい

る側がデータの価格を決めて、その決められた価格に対して一定割合の税率や手数料みた

いなものを公的な主体や、ひょっとすると公益データ連携プラットフォームかもしれませ

んが、そこが取って、それを連携に必要なシステムの整備・維持のような費用に当ててい

く。しかし、もし出された価格について、データをくれといっている主体が、その価格で

あれば、それ以上の社会的便益を自分の方が出せると考えて、その価格をちゃんと払った

場合には完全に移転というか、連携できるようにしてしまう。 

 そういう仕組みを入れると、社会的便益という観点から、どっちのほうがデータを上手

に使えるかを自然に調整しながら、かつ、データ連携の仕組みを整えていく上で必要な資

金を集めつつ、本当に連携が必要な場合には進んでいくような形、しかもデータを持って

事業をやっている側のインセンティブをなるべく損なわないようにする形としてあり得る

のではないかということは、理論的にはありうるとは思いますので、こういった考え方を

もう少しリファインして制度に反映していくみたいなことも考えられてもよいのかもしれ

ません。 

 長くなっていますけれども、今の話との関係で、行政保有データにしても同じようなこ
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とが言えると思っていて、こういう使い方ができる、あるいはこういうビジネスモデルを

考えているのだというところが、使わせてくれみたいな形で、実証事業を募ってみるみた

いな形で意見を広く集めてみて、その中で何かエコシステムにつながっていきそうなもの

があれば、先ほど申し上げたような仕組みとセットで整備していくみたいなところもある

と思います。 

 最後に、具体的なユースケースということなのですけれども、モビリティーみたいなも

の、特にコネクテッドカーみたいなケースが結構いいケースかもしれないとは思っており

まして、というのは、道路に関するデータを使いたいという話が出てくるでしょうから、

官民のデータを両方とも使うというところで関係もしますし、さらに言えば、データセキ

ュリティーやデータガバナンスみたいものがきっちりした上でやらないと、安全に運行す

ることができないという意味では経済安全保障的な側面とも関わってくる。社会課題とい

う観点からすると、既にバスの運転手不足問題は都市部でも生じていることが先般報道で

もありましたし、これと密接に関係する論点も考えることができると。さらに、データと

AIとの好循環みたいなものも、当然コネクテッドカーですと自動運転システムが問題とな

るところがあるので、考えることができるということで、かなりいろいろな論点を総ざら

い的にやれるような気もしますし、申し上げたような仕組みのそれぞれを考えながら議論

することができるような場面でもあるような気がしますので、こういった素材も１ついい

素材なのかと自分なりに思ったところです。 

 ばらばらと申し上げましたけれども、私からは以上となります。ありがとうございまし

た。 

○森田座長 ありがとうございました。 

 それでは、生貝構成員、どうぞ。 

○生貝構成員 ありがとうございます。 

 ただいまのお話にあった中でも、特に２番目のポツのところのデータ連携プラットフォ

ーム、私がこれまで使ってきた言葉で言えばデータ仲介者というところに関して、しっか

り国や政府が関与して制度づくりをしていくことについて、非常に期待しているところで

ございます。 

 実際、金融分野、医療分野をはじめとして様々な領域でのデータ仲介者、インターミデ

ィアリーが制度的な位置づけも含めて我が国の法の中でも重要性を増してきているところ、

私としては専門分野柄、特にEUのデータガバナンス法のインターミディアリーズなども参

考にしながら、そういった横串の、データは様々な分野を組み合わせてしっかり使ってい

けることが重要でございますので、そういった分野横断的なプラットフォーム、データ仲

介者に関する制度的な枠組みを考えていただきたいと思うところでございます。 

 そうしたときに、そのモデルというのはこれまでも少し触れてきたところでございます

けれども、営利型でありますとか、非営利型でありますとか、あるいは協同組合と呼ばれ

るもの、ないしは事業者様の間でのデータプール的なものを含め様々なモデルが運営形態
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として非常にあるのだと思います。事業分野やデータの扱う種類もそうだと思うのですけ

れども、ぜひそういった多様な形態を包含可能な制度的な、それはハードローとソフトロ

ーそれぞれの組合せもあるのだと思いますけれども、考えていっていただきたい。特に、

一般的にビジネス的なインセンティブとはまた異なった形での支援が必要な非営利的ある

いは協同組合的な形を公的に支援していく仕組みもすごく必要かと思います。 

 そして、インセンティブに関しますと、このデータプラットフォームあるいは仲介者と

いうことに関して、宍戸構成員をはじめあったところとも関わりますけれども、例えばデ

ータの提供の協議や強制といったこともしっかり分野ごとに考えていく価値が非常にある

のだろうと思います。それはヨーロッパのところでも少しお話ししたビジネス・ツー・ビ

ジネス、ガバメント・ツー・ビジネス、ビジネス・ツー・ガバメント、それぞれのルート

をぜひ類型化しながら考えていっていただきたいということとともに、データ活用制度を

考えていく上で、様々なルートがあると思うのですけれども、本人の関与を重視した、い

わゆる本人、これは自然人に限らず広くデータ主体という形になると思うのですけれども、

データポータビリティー的な発想は、これは既に様々な制度の中に埋め込まれつつあると

ころでございますけれども、我が国でも避けて通ることはできないだろうと思いますとき

に、そういった本人が関わる、データ主体が関わる形での仕組みもぜひ広く包含できるよ

うな枠組みを考えていただきたいと思います。 

 差し当たり、以上でございます。 

○森田座長 ありがとうございました。 

 続いて、落合構成員、どうぞ。 

○落合構成員 どうもありがとうございます。 

 先ほど来、構成員方の御議論もいただいておりまして、改めていろいろな論点があると

思いながら聞いてございました。私も数点申し上げたいと思います。 

 １つ目が、認定制度についてです。認定制度につきましては、前期の検討会でも議論い

たしましたが、情報銀行のコンセプト自体は、私は悪くはなかったようにも思いますもの

の、そういった過去のプロジェクトの中で、認定制度をつくるというだけではなかなかう

まくワークしないところがあったことは見てきたと思っております。そういう意味では、

この制度を使うに当たってどのくらい準備が必要になるかという、コストと、一方でメリ

ットになるところ、これがバランスが取れているものになっていることが必要かと思って

おります。 

 そういった観点では、岡田構成員などもおっしゃっていたような、なかなか既存の法令

の中では、例えば個人情報保護法、独禁法や、場合によっては知財法もあるとは思います

が、こういったものでなかなか使いにくい場合に使っていけるようにすることがあると思

います。また、宍戸構成員も御議論されていたような、一定のデータについては認定のあ

る主体に渡したほうが、いろいろな社会的な調整や説明ができやすい場面があるように思

っております。現在も例えばマイナポータルのPHRであったり、また銀行分野の銀行法もそ
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うでしょうし、電気事業法の枠組みなどもあったりするということで、既に活用されてい

る例もあるところだと思います。そういったプラットフォームを介してのデータ保有利用

者にとっての特例や、データの取得に当たってもメリットがあることですとか、こういっ

たものにつながる形の仕組みになっていると、恐らくこれは利用するほうが得だと。得だ

と思ってもらうことは改めて大事ではないかと思いますので、そういった形ができていく

といいかと思っております。 

 ２点目といたしましては、トラストや国際的な連携というあたりも非常に重要な視点で

はないかと思っております。宍戸構成員のほうでDFFTの2.0のお話もなされておりました

し、稲谷構成員などもトラストなども踏まえてそういった従前も言われていたような自動

化などもお考えのところだと思いますが、そういった効率を上げてデータをつなげられる

ようにしていくためには、トラスト基盤自体がしっかり整備をされていることが重要です。

またデータの利活用自体は個人データ以外の産業データも含めて、本検討会ではこれまで

も議論してきていたところだと思いますが、海外とのやり取りとDFFTのような枠組みも踏

まえて行っていく中では、どういう形のアーキテクチャーを国内として取れるか、国際的

にもそれは議論として適切に日本から打ち出せるのか、もしくは海外に合わせていけるの

かを念頭に置きながら整備していくことは、基礎的な作業として非常に重要だと思います。

こういった全ての分野を見ている会議体であるからこそ、それと関連してトラストの議論

を含んでいるからこそ、適切なトラストのフレームワークにつながる議論ができるのでは

ないかとも思いますので、そういった点はぜひしっかり行っていただきたいと思います。 

 その際には、最終的な絵姿としては、以前少しありましたような、例えばUPI的なものや、

デジタル化をして自動処理をできるようにしていくことにつながっていくようなトラスト

のフレームワークにどういうものがあるのかが重要です。金融分野などでオープンバンキ

ングなどでもそういったことを志向した議論もされていたと思いますが、それも参考にし

ながら、トラストの基盤を少し検討していただければと思っております。 

 第３点としましては、標準をどう整備していくのかが改めて重要ではないかと思ってお

ります。トラストがより基礎的なものであって、その上の個別分野などの場合にも標準化、

データの連携の仕組み、API自体もあるでしょうし、データのフォーマットであったり、デ

ータの内容自体の標準化、こういったものが我が国ではあまり得意ではなかったところが

あると思います。そういった標準化の権限をしっかり確保した上で、ただ、これは一律に

決めるものではないので、後のインセンティブの点にもつながってくると思いますが、し

っかり個別分野の状況を踏まえた上で利害調整ができるような形で、一方、今までよりは

強い権限を国の側で持って標準の整備を進めていくことが重要ではないかと思っておりま

す。 

 また、第４点としまして、インセンティブや義務づけ、または分野ごとの議論があるか

と思っております。これについては１つ見ておかないといけないのは、欧州のデータ法な

どでもかなり日本企業も含めて苦労されている中で、単純に義務づけだけをつくってしま
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うと回避的な動きにつながってくる場合もあるように思っております。これは分野ごとに

調整をしていかないと、産業分野などはさらに産業というだけではなくて、業界ごとにな

ってしまうかもしれませんが、こういったところを丁寧に見ていかないといけないと思い

ます。そこに公益性があるというか、いろいろな人が共通で使えないといけない、という

ことも１つの理由になるでしょうし、補助金があったり、資金提供があったり、そのほか

のメリットがあったり、そういったものを少しひもといて、本当にどういうところにイン

センティブがあるのかは、ぜひ分野ごとにしっかり議論が進められていくといいかと思っ

ております。 

 そういった観点では、過去のこの検討会で行われていた議論をしっかりフォローアップ

していくこともまず大事であろうと思っております。医療についても宍戸構成員も先ほど

おっしゃっていましたが、この検討会でも議論していき、また規制改革推進会議などとも

連携していただくことも重要でしょうし、金融についても先般クレジットカードなどにつ

いて一定議論を進めましたが、証券や保険などについてもなかなか進んでいない側面もあ

ろうかと思いますので、そういった全般的な部分も見ていかないといけないということだ

と思います。また、稲谷構成員がおっしゃっていたモビリティーの点も、これも議論を一

部行ったものだとは思いますが、地域社会での生活上の課題という意味では、医療と並ん

で移動の困難が大きいと思いますので、社会的にも有用性が非常に高い分野でもあると思

います。稲谷構成員がおっしゃっていたレベルのバスやタクシー、鉄道などの今のデータ

のレベルの話と、将来的な自動運転などにつながるようなデータ整備の話と両方あろうか

と思いますが、こういったところも議論していけるといいのではないかと思っております。 

 それぞれ時間をかけてしっかり継続的にフォローアップをしていくことが、分野別の協

議では何より大事だと思いますので、せっかく前期に着手したものはさらに深めていって

いただくといいのではないかということが、コメントということにもなります。 

 

 私のほうは以上です。どうもありがとうございました。 

○森田座長 ありがとうございました。 

 続きまして、巽構成員、お願いいたします。 

○巽構成員 東京大学の巽でございます。 

 専門柄、もう少し話が具体的にならないとあまり貢献できないのですけれども、これま

で他の構成員がおっしゃっていたこととの関係で若干コメントがございます。 

 まず、宍戸構成員がおっしゃっておりましたけれども、データを出すことができるとい

う形で法制上措置するというだけですと、データを出す側がコストに鑑みてなかなか出し

てくれないことがあると。このこと自体はこの会議でもたびたび話題になっていたと思い

ますけれども、とくに行政データに関しては、公共性の高いデータは出すことを義務づけ

る仕組みが法制上必要となると思います。仮にそういうものを検討するのであれば、たと

えば情報公開の仕組みがありますし、今回のスコープに関わるものとしては、国家戦略特
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区の関係でデータを出すことを義務づける仕組みも存在していますので、こういったもの

の応用可能性を考えていくのも１つの筋なのかと思っております。 

 もう一つは、データの提供を義務づけるにせよ、任意で出してもらう、出してもよいと

いう形で措置するにせよ、行政の場合は本来負っている行政事務に人手、資金をつぎ込む

ことが本来的な在り方ですので、なかなかそれだけだとうまく回らないことが予想されま

す。現状、行政機関等匿名加工情報という仕組みが存在しているのですけれども、これが

うまくワークしていないのは、これを使いやすくしようという余力が行政機関の側にない

というのも大きいのではないかと思います。そうしますと、オープンデータも込みで行政

機関の任務であるということを正面から法制上位置づけて、人手もお金もそこにつけるこ

とがどうしても必要なのではないかと思っております。 

 その上で、稲谷構成員や生貝構成員がおっしゃっていたことに関連して、行政データに

関してもデータの利活用を仲介する主体を活用することが必要なのであろうと思います。

行政機関等匿名加工情報の仕組みは、各行政機関が個人情報ファイル簿に提案募集ができ

ますということを書いて、それを見た提案者が提案をしてきて、そこから話がスタートす

るのですけれども、どういうデータがどこにあって、それをどう使えばどういうビジネス

ができるか、そこを整理してやり取りを仲介する存在がいればもう少し先に進むかもしれ

ない。その辺りは、今回事務局資料にありましたプラットフォームという仕組みまで行か

ずとも、その１段階前の段階で何かできるかもしれないと思っております。 

 この間、私が関わったもので重要な仕組みだと思いましたのが、法務省所管で民事判決

情報データベース化検討会というものが開催されまして、本年「民事裁判情報の活用の促

進に関する法律」というものが成立しております。そこでは、各裁判所が書いた判決文を、

これから法務省が指定する予定の非営利法人に渡しまして、その法人がデータベース化し

て、仮名加工等も行って、必要がある人に有償で提供していく仕組みが措置されておりま

す。これは、先ほど私が申し上げた仲介の仕組みとして、この検討会のスコープにも関わ

るものではないかと思っております。 

 あと１点だけコメントとしましては、これもこの会議で話題にしましたけれども、学術

研究のために行政データを活用したいというニーズは相変わらず強く存在しております。

これに関しては、今私が申し上げたような一般的な行政データの利活用の仕組みだけでは

恐らく足りません。学術目的で活用したいデータに関しては、個別法で特別にプロテクト

がかかっていることも多く、代表例としては、折しも今、進んでおりますけれども、国勢

調査の調査票に関する統計法の規定ですとか、国税、地方税のデータに関する国税通則法

や地方税法の規定があります。行政データの流通・利活用を本格的に考えていく場合は、

そういう個別法もセットで議論していくことが必要だろうと思っております。この辺りの

ことは会議でも申し上げておりましたが、もう一度繰り返し申し上げるということでござ

います。 

 以上です。 
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○森田座長 ありがとうございました。 

 それでは、会場で手が挙がっておりますけれども、小川構成員代理、入江構成員代理、

その後で安中構成員にお願いいたします。 

○小川構成員代理 ありがとうございます。岩村の代理で出席しております経団連の小川

でございます。 

 大きく４点に分けて申し上げたいと思います。 

 １つ目ですが、１つ目のポツのトラスト基盤につきましては、落合構成員から御指摘が

ありましたとおり、経団連としても２次にわたりましてデータスペースの提言を出した中

で、その重要性を再三指摘させていただいております。そして、この提言に基づきまして、

今年の６月に官民で「デジタルエコシステム官民協議会」というものを立ち上げまして、

データスペースの確立に向けて、官民の関係団体・関係省庁で具体的な議論を進めている

ところです。今週も会議を開いたのですけれども、トラスト基盤の整備、ユースケースの

発掘、国際相互運用性の確立、国際標準等々、幾つか並行して活動を考えている中で、こ

れらは独立して進めるべきではなくて、相互に非常に連関していることということを非常

に実感しております。 

 トラスト基盤につきましても、机上の空論で整備をするということではなくて、ユース

ケースの中で、この部分がまだトラスト基盤の整備が足りないとか、この部分は既存のも

のが使えるとか、そういうことを検証していくべきですし、またEUをはじめ国際的にどの

ようにすれば相互運用性が図れるかをよく議論する中で、日本の中にもし足りない部分が

あるのであれば、その部分のトラスト基盤の整備を急ぐといったように、ユースケースの

発掘や国際相互運用性といったところとよく連携しながら、実際に使えて、実際に必要な

ものを整備するべきと考えております。 

 ２点目ですが、皆様から御意見をいただいておりましたデータ連携プラットフォームの

ところでございます。岡田構成員から御指摘がありましたとおり、現状では、先ほど事務

局から御指摘いただいた、なかなかデータ活用が産業界でも進んでいないという点はその

とおりなのですけれども、私が企業の方から実際に聞く中で、多くの場合、このデータを

使って大丈夫かどうかが分からないということが非常に多くあります。そうすると、企業

はコンプライアンスの観点から様々なスクリーニングがかかりますので、事業化に至るま

での間に少しでも心配があるのであればやめておこうと安全サイドの判断がなされて、お

蔵入りをしてしまうことが多いと伺っています。例えば国が許可や認定をしてくださる仕

組みがあれば、そういったグレーゾーンで足踏みをしているところを一歩背中を押して前

に進める、安心して企業が新しいデータ利活用に踏み切れるという意味では、呼び水とし

ては有用になる可能性があるのではないかと思っております。 

 ただし、岡田構成員から御指摘がありましたけれども、これまでの様々な認可制度にお

いても、負荷が過大になると使いにくいことがありましたので、気をつけるべきだと思い

ます。また、これも宍戸構成員から御指摘がありましたけれども、よくこういうときに公
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益性と言われますと、極端な場合、営利企業は駄目であったり、利益を生み出すものは駄

目といったように取られますと、民間企業としては使い勝手が悪いものになります。利益

を上げるということを排除すべきではないと考えております。データを利活用して価値を

生み出すときに、それはマネタイズしてこそ持続的に価値提供が可能になると思っていま

す。これまであまたデータ利活用の実証実験が全国で行われてきていますけれども、大抵

の場合、実証実験が終わると事業化されずに終わってしまっています。多くの場合、その

理由としては、データは技術的に使えたけれども、マネタイズしなかったので、企業とし

て事業活動として継続することができなかったということがございます。私のデータを使

ってもうけるとはけしからんということではなくて、価値を生み出すにはコストもかかり

ますし、事業として続けていくためにはマネタイズする必要があるというところは、この

制度をつくる上で根底に置くべきではないかと思っております。 

 関連しまして、インセンティブについて皆様から御議論がございましたけれども、私は

落合構成員からございました過去のケースに基づいて慎重に検討すべきという御意見に賛

成でございます。確かにインセンティブがないと、例えば今、次世代医療基盤法でも医療

機関からデータがなかなか出てこない状況です。こちらはデータ提供が無償でございます

ので、ただでさえ非常に忙しくて、また経営も厳しい医療機関が無償でデータを提供する

インセンティブは、なかなか働かないと思います。こういったところに対して、先ほど論

点にあったようなコストプラスアルファで報いるといった工夫は必要だと思います。それ

は行政データについても同じだろうと思います。ただ、民間企業のデータは行政データと

はまた別に考える必要があると思います。データが出せることが法律で決まっているだけ

では出てこないというのはそのとおりだと思いますけれども、では、コストが回収できれ

ば出すかというと、そこはまたデータを出すか出さないか、そこを使うか使わないかとい

うのは、これは極めて高度な経営戦略だと思いますので、あまり軽々に義務づけというこ

とを広範囲に考えるべきではないと思います。丁寧な議論を望みたいと思います。 

 最後に、長くなって恐縮ですが、皆様から先ほど医療の２次利用に関する検討が別途進

んでいるという、そことの相互のフィードバックが必要だという御意見がございまして、

そのとおりかと思います。ただ、気になっておりますのが、今回のデータ連携プラットフ

ォーム、１つの呼び水としてこういった試みはあり得ると思いますけれども、これが進む

ことをもって逆に医療の２次利用に関する新しい法制度整備は必要ないという議論にはな

らないように、それはそれぞれ事業目的や制度の仕組みも全然違ってくると思いますので、

あくまでも様々な利用の仕組みが並行して検討されて実現していくことが、データ利活用

全体の推進に必要だと思いますので、相互にフィードバックは必要だと思いますけれども、

何か他の検討を止めることの理由に使われないようにということは望みたいと思います。 

 以上でございます。 

○森田座長 ありがとうございます。 

 それでは、入江代理、お願いします。 
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○入江構成員代理 日立製作所、阿部の代理で来ております入江と申します。よろしくお

願いいたします。 

 私から大きく３点コメントさせていただきたいと思います。特に産業分野のデータとい

う観点でコメントさせてください。 

 まず、企業データ、いろいろな企業さんがいらっしゃいますけれども、特に私が所属し

ていますのは大みか事業所という本当に工場でして、その工場の中にいる立場からしてデ

ータを本当に出せるかどうかというのはかなり敷居が高いというのは、皆様のおっしゃっ

ているところでございます。ですから、こういったところをどうやって本当に解決するか。

本当にデータを出すためのコストは企業からすると極めて高い。それをどう解決するかと

いう中で、先ほどもありましたインセンティブ、あるいは技術的な支援、あるいは政府か

らの様々な支援、特に中小企業からすると、自分たちだけではどうにもならないようなと

ころをどうやって支援していくかみたいなところの仕組み、仕掛けは要るのかと思ってご

ざいます。それが１点です。 

 もう一つ、これを何に使うかというところは、企業からしますと、１つ社会課題にどう

向き合うかというのは、これは弊社もそうですし、様々な企業さんも取り組まれていると

ころで、そういう意味では例えば脱炭素社会ですとか、循環社会ですとか、そういったと

ころはあるのですけれども、今でも実際に起きているデータ連携のトリガーとなっていま

すのは、どっちかというと規制なのですね。特に欧州のバッテリーパスポート、あるいは

今後はデジタルプロダクトパスポート、CBAMみたいな、そういった本当に環境を社会課題

と捉えて、それを今度は規制に転化して、その規制をどう守るかというところでデータ利

活用が今、進められている中で、日本として、今はどっちかというと欧州の規制にどう対

応するかを念頭にデータ連携の基盤がウラノス中心になされていますけれども、これをど

のように我々は捉えて、日本として規制を全部かけるのではなくて、社会課題に本当にど

う向き合ってユースケースを考えていくかというところは、本当に産業界としても取り組

まなければならないと思っていますし、こういった場でも御議論させていただければと思

っています。 

 特に産業界から申し上げますと、どっちかというと規制対応というのはコストがかかる

というマイナスをいかにゼロに抑えるかといった視点なのですけれども、データ利活用す

ることで今度はゼロからプラスになる、いろいろなイノベーションが起きる、そういった

ところも含めてユースケースは考えていきたいと思っていますし、ある程度規制によって

データ利活用の輪が広がることで、その輪を今度は利用してイノベーションにつなげると

いった循環が回るといいと思っているところです。これが２点目です。 

 ３つ目が、最終的にデータは例えば医療は医療、交通は交通ではなくて、様々な分野で

のデータの連携が今後求められるのだと思ってございます。弊社、日立製作所は日立市と

連携して地域共創、地域創生に取り組みましょうという取組をしています。その中では、

先ほど来出ていますような医療データもありますし、モビリティーデータもありますし、
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地域としての脱炭素を目指そうという意味ではグリッドのデータですとか、そういった

様々なデータを連携させて地域創生みたいな課題解決をしていく必要があると。ですから、

データの標準化やデータの連携プラットフォームについても各分野でというよりは、いろ

いろな分野を巻き取ったプラットフォームの在り方もぜひ考えられないかと思っています。 

 そのときに、先ほど小川様からもありましたように、事業者としてのマネタイズ、お金

が回ることと、それからいわゆる公共性ですね。先ほど来、データの利活用のためには公

益性が重要である、公共性が重要であるというのはそのとおりで、プラス住民の利便性、

この３つ、実は本来は下手をすると相反するものをいかにデータをうまく活用することで、

みんながうまくやろうねとなって前に進める。例えば事業者さんがこれだったらマネタイ

ズできるね、住民はそれに協力するね、これによって公共性が確保されるねみたいな、例

えばモビリティーディバイドだってそういったことになると思っていますけれども、そう

いったことをやるようなことを、ぜひこういったデータ連携プラットフォームの在り方み

たいなところで議論させていただけたらと思っていますし、そのためにも具体的なユース

ケースをベースに考えられたらと思っています。 

 入江からは以上になります。 

○森田座長 ありがとうございました。 

 お待たせしました。安中構成員、どうぞ。 

○安中構成員 製薬協の安中でございます。ありがとうございます。 

 改めまして、すばらしい基本方針をお取りまとめいただいたこと、さらにはそれを基に

内閣府健康・医療戦略推進事務局さんの下に医療等情報の利活用の推進に関する検討会を

速やかに立ち上げていただきまして、ありがとうございます。大変ありがたいことに私ど

もも構成員として参加させていただいて、医療分野について細かい議論がされているとい

うところで大変心強く思っております。 

 そういった中で、こちらの検討会に私どもから何を申し上げていいのかということにつ

いては、まだ私どもも頭が十分に整理できていないわけでございますけれども、せっかく

ですので３点ほど述べさせていただきたいと思います。 

 １点目は、先ほどの経団連さん、小川代理人の御発言については、いずれもそのとおり

だと私どもも思っております。それについてまずお伝えしたいと思います。 

 ２点目が、IDの件でございます。データ連携を、特に様々なセクターの分野横断的なデ

ータ連携を実現するためには、IDをどうしていくのかが非常に大事な論点だと思います。

そちらは健康・医療戦略推進事務局さんによる検討もこれから進んでいきますけれども、

セクターを越えるとなるとデジタル行財政改革会議事務局さんの調整能力が非常に大事に

なってくると思いますので、ぜひ御検討いただければと思います。 

 最後に、３点目でございます。法制上の課題につきましては、もちろん特別法あるいは

個情法の改正をどうするのかといったことについては非常に重要な論点だと思いますが、

特に医療分野におきましては、これは以前、神は細部に宿ると申し上げましたけれども、
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倫理指針をいかにシンプルにして分かりやすくて、先ほどグレーゾーンという単語もあり

ましたが、判断に迷うことなく利活用できるような形にしていただくことが大事だと思い

ます。少なくとも資料２の参加者リストを見ますと、倫理指針を検討している３省の事務

局さんは入っていらっしゃらないようです。この資料１にもあるとおり、幸福やWell-Being

を実現するためにいかにデータを使っていこうというこの基本方針について、しっかり３

省の合同事務局さんに内閣官房さんからインプットいただいて、議論をアラインするよう

な形で調整していっていただくことを強く期待いたします。 

 以上でございます。 

○森田座長 ありがとうございました。 

 皆さん、１回は御発言いただいたかと思いますが、さらに重ねて既に出ました御意見に

ついてのコメントでも反論でも構いませんが、御意見はございませんか。 

 では、事務局から。 

○山澄審議官 今回、初回のこの議論というだけではなくて、今後数回を通してなのです

けれども、各構成員からインセンティブの話を含めまして、いろいろありがとうございま

す。 

 全てそしゃくをしてこれからの事務局の検討の基礎としたいと思いますが、その中で皆

様が例外なくおっしゃったと思うのですけれども、分野ごとですとか、ユースケースごと

のインセンティブにつきましても検討が必要だということで、事務局も全く同じ感想を持

っておりまして、要するに、申し上げたいのは、ユースケースは具体的にどういうものが

あってということをイメージしていくかが大事だと思っております。 

 事務局でもそういう世の中にいろいろある萌芽をいろいろ勉強、研究しているところな

のですけれども、構成員の方々、経済界からも御出席をいただいておりますけれども、そ

ういうある種の現場的に今は何が起こっていて、何で困っているか、どういう法律がある

のか、あるいはどういう規制に困っているか、あるいは規制ではなくてどういうコストが

どうで困っているかとか、そういう点は今回というより次回以降を含めて御紹介いただけ

ると、大変議論がかみ合ったほうに進んでいくのではないかと思います。事務局も汗をか

くようにいたしますが、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 もし何かこの時点で御紹介というか、少し口火を切っていただくことがあればと思いま

すが、いかがでしょうか。 

○森田座長 ありましたらお願いします。確かにユースケースとおっしゃった方はかなり

いるのですけれども、具体的にユースケースとしてどういうものを考えていらっしゃるの

か、それがもうちょっと具体的に出てきませんと、この議論はそこから先に進みにくいか

と思います。何となくユースケースが分からないからできないというニュアンスで。 

○山澄審議官 そういうことではないのですけれども。 

○森田座長 ですから、そのように受け止められると困りますので、できるだけ具体的に

その辺について御発言いただければと思いますが、いかがでしょうか。 
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 入江構成員代理、どうぞ。 

○入江構成員代理 若干産業寄りなユースケースになりますけれども、１つ先ほど来出て

いますようないわゆる欧州のエコデザイン規則に関わるようなところでどう企業間のデー

タ連携を図るかが、今、進んでいるところです。そのまだ手前に、今度は化学物質の規制

が本当に過去ずっとやられているような話を、どうまたこれもデジタルでうまくコスト削

減するかみたいな話があって、物にまつわる規制に対するデータの連携がまさに進んでい

るということが１つのユースケースになろうかと思います。我々のターゲットとしては、

最終的には欧州のデジタルプロダクトパスポートにどうやって対応していかなくてはいけ

ないかということは、念頭に置いているところです。 

 さらにこれを進めますと、今度、循環社会の形成みたいな話になります。これはサプラ

イチェーン、いわゆる部品をつくって、それを組み立てて、お客様に届けるだけではなく

て、そこからどう使われて、どうリユースされて、どうリサイクルされて、最終的には廃

棄に至るまでのいわゆる動脈だけではなくて静脈側のデータも全部集めたところで、物を

いかに効率よく回していくか。これも若干規制はあるのですけれども、プラス国内として

は支援が少ない中でどうやってこれをうまく回していくかは産業界でも非常に重要なテー

マだと思っていますし、今、全然動脈と静脈のデータ連携ができていない中でこれをどう

利活用していくかは今後数年の中で議論されていく、あるいは実装も始まっていくのかと

思ってございます。そのときに、この場ですと企業のデータだけではなくて、どう利用さ

れているかということにつきまして、個人的な情報も入ってきます。この辺りは非常に考

える上では難しいと正直思っているところですので、そういったユースケースをどう考え

ていくかはぜひ念頭に置いて議論させていただければと思ってございます。 

 もう一つ、産業界からいきますと、どんどん人手が減ります。あるいは国内ですとグリ

ーン電力はまだまだ少なくて、グリーン電力をどうやってうまく流通するかですとか、要

するに企業が必要とするリソースがどんどん逼迫していく中で、それをうまく融通し合う

みたいな、そういったところのデータ連携ができないかというのは、私が今、所属してい

ますRRI、ロボット革命・産業IoTイニシアティブ協議会でもそういうユースケースが出て

いましたし、そういう企業活動におけるリソースの配分、これが最終的には例えば災害み

たいなところでも実はワークするのではなかろうかみたいなところは考えておりまして、

そういったユースケースも考えられます。 

 最後に、先ほど申し上げましたように地方創生はぜひ考えたいと思っていまして、我々

が取り組んでいますのは、今、日立市と連携していますけれども、どんどんバスの本数が

少なくなりますと。日立市は山側に大きな団地があって、高齢化がどんどん進むと、彼ら

が今、自動車で動いているのが、免許を返納した場合にどうやって動くのだろうみたいな、

そういう本当にここ10年、20年がかなり課題になるだろうということを、率先してどうや

って取り組むかみたいなことを市とも議論しています。 

 そういったところで、どこにどういった人が住んでいて、どう移動されていて、そこに
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まつわるような今度は経済活動ですね。例えばお店ですとか、医療だとか、そういったと

ころがどうまつわるかを、今、まさにデータをいろいろなところからかき集めてモデル化

してみたいなところにトライしているのですけれども、そういう地域視点で本当に地域が

ちゃんとサステインする、持続可能になるためにどういうデータが必要で、それを事業者

さんと市、公共団体と住民の方々でシェアすることで、よりよいまちをつくっていこうみ

たいなところができないかというのは考えているところです。 

 以上です。 

○森田座長 ほかにいかがでしょうか。 

 どうぞ、事務局。 

○山澄審議官 今回これだけでというわけでもないので、また次回以降も含めまして、い

ろいろと御知見を賜れればと思います。 

 座長からいかがでしょうか。 

○森田座長 御指名ですので、私の感想といいますか、コメントさせていただきますと、

今日の御意見を伺っていても、インセンティブの話もございましたし、また公益性という

こともございましたけれども、そもそもデータ利用することによって誰のためにといいま

すか、誰がその利益を受けるのかは重要であると思っています。公益性と個人の利益とい

いましょうか、公益性と企業の利益というのも場合によっては相反するところがあるかと

思いますそこのところをどういう意味でどういう利益になるのかをどのようにきちんと理

解して説明していくかは、ユースケースでは重要かと思っております。 

 私自身が関心を持っております医療に関して言いますと、医療の場合にはまさに個人の

データが自分の健康管理や治療に直接大変役に立つということで、その意味でいうと、本

来ならばもっと提供してもらってもいいのではないかという、そこのインセンティブがか

なりあると思います。したがって、医療の場合には御自身の治療のために御自身のデータ

を使うこと自体はそれほど抵抗がないのかと思いますけれども、２次利用することに関し

て言いますと、そこでいろいろな意味で直接御本人に利益が帰属しないので、もう一段努

力が必要だということになります。そのデータの機微性にもよりますけれども、あるのだ

と思います。 

 同じようなことは民間企業の利益になるということがどうなのか、それは特定の企業が

特定の利益を上げるために公的なデータを使うと受け止められると、これはなかなか提供

のインセンティブが出てこないかと思いますけれども、企業活動がどういう意味で公益性

に結びついていくのか。そういう形で全体のエコシステムといいますか、そのメカニズム

が分かってくると、また少し理解が変わってくると思います。 

 その代わり、企業は当然ですけれども、公益性に資する活動をしている以上、それが企

業としての活動で利益を生むのはあり得ると思いますけれども、その場合には当然ですけ

れども、企業サイドとしても公益のためにデータの提供をするということを理解していた

だくことが重要かと思っていまして、ユースケースという場合、誰が具体的にどういう利
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益を受けるのか、そこで公益性をどのように判断をしていくのか、その辺りの理解の仕方

について、これは法律をつくるときの基本的なコンセプトになるかと思いますけれども、

ストーリーを事務局に考えていただければということが私の感想です。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 宍戸構成員は途中で退席されるということですけれども、この際ですので、御発言を。 

○宍戸構成員 私、特にございません。非常にいいディスカッションになっていると思い

ます。 

 １点だけ申し上げますと、私は必ずデータホルダー、とりわけ民間のデータホルダーに

強制的にデータを提供させる義務を負わせるような制度をつくれという趣旨ではございま

せんで、１つの極にそれがあるだろうと。非常に公益的なデータ利用の場合に、そういう

ことを義務づけできる相手がいるのかいないのかとか、どういう場合だったら義務づけら

れるのかといったことを考える。行政機関であるとか、公的な主体といったところになる

のだろうという気はいたしますけれども、まず一番限界としてはそれを考えなくてはいけ

ないだろうということを申し上げた趣旨でございます。 

 強制を必ずありきで考えるべきだということではなくて、むしろ先ほど私も申し上げ、

多くの方もおっしゃったと思いますけれども、データホルダーの方がなぜ出せなかったの

かを踏まえて、出せるような仕組みをつくると。もちろん競争上の配慮、あるいはよく最

近データ主権という言い方をして、あまり適切な言い方ではないと思いますけれども、デ

ータホルダーあるいはデータに関わる主体のコントローラビリティーを確保すること自体

を基盤の中に実装することによって、むしろちゃんと出しやすくなるし、出すべきもので

ないと判断したものについては出さないということが可能になる。そういったことがこの

データ連携プラットフォームの構築の中で期待されてくるということかと思っております。 

 蛇足ですが、私からは以上でございます。ありがとうございます。 

○森田座長 ありがとうございます。 

 落合構成員から手が挙がっているようですが、どうぞ。 

○落合構成員 どうもありがとうございます。 

 私も議論をお伺いしていて気づいたところが幾つかございまして、１つが、宍戸構成員

がおっしゃっていた義務づけもありますが、そのほかの議論の中でもありましたが、例え

ば法規制を遵守するときにデータ連携をしていくことが義務づけをされたりする例自体は

あるように思っておりました。１つの場合としては義務づけをすることが必要な場合自体

は、個別のケースを分析していった上で、あり得るところと思っております。 

 また、もう一点は、主体の側の議論になりますが、データ利用をされるような個人であ

ったり、また法人、中小企業なども含めて考えていったときに、そういった方々がデータ

を使えるようにすることが各社会の構成員のそれぞれのデジタル社会でのデジタル技術で

あったり、AIの利用可能性を高めるという意味で、そのために必要な例えばデータへのア

クセスについては価値があるのではないかといった観点などは、１つ整理をできていくと
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いいかと思っております。 

 消費者委員会などでも議論がされていて、個人の点については議論があるようではござ

いますが、生貝構成員のほうがより詳しいかもしれませんが、欧州などではクラウドのス

イッチングというのは別に個人だけではなくて、法人も含めて考えて議論がされていると

は思います。そういった個人や中小企業の方なども含めてしっかり便益を得られるような

形になることを目指すという、そういった共通の柱になるような価値観みたいなものも確

認していけるといいかとは思いました。 

 私のほうは以上です。 

○森田座長 ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 入江代理。 

○入江構成員代理 入江です。度々すみません。 

 １点だけ別視点でコメントさせていただきますと、データのガバナンスに関する視点で

す。データを出す側の話だけではなくて、データを今度は集めて利活用する側を、自らの

ガバナンスをどうするかというのもあるのでしょうけれども、外から見てガバナンスをこ

うしていますということの担保は極めて重要なのだろうと。 

 例えば、我々は企業で個人情報をちゃんと保護していますということで、Ｐマークを取

る。そのためにいろいろな内部監査もありますし、外からの監査もあります。ほかにも例

えば品質でしたらISO9000ですとか、環境でしたらISO14000ですとか、そういう企業活動に

おいて様々な監査を受けることで我々自身の活動の信頼性というか正当性を外に対してお

示ししていると。 

 同様に、このデータ連携プラットフォームは、今度はデータを集めて、これまではどっ

ちかというと保護していますというだけの監査でよかったものを、どうこれを利活用して

いますか、でも逸脱していませんねというところのガバナンスの第三者的チェックと。監

査というとかなり重くなるかもしれないですけれども、第三者的なチェックをどうしてい

くかというところも１つの制度として必要なのかと考えておりまして、この辺り、今はど

う議論がなされているか、申し訳ないですけれども、私は理解しておりませんので、こう

いった視点も付け加えさせていただければと思います。 

 以上です。 

○森田座長 ありがとうございました。 

 今の論点といいますのは、宍戸構成員と生貝構成員から仲介者であるとか、お手伝いを

する方という言い方をされましたけれども、そうした役割を果たす機関と、それが公的な

ものかどうかは別として、それがどういう形でのガバナンスを、自身もそうですし、外部

からもそうですけれども、うまく利かせるのかという論点になろうかと思います。そうい

う理解でよろしゅうございますか。 

 それでは、ほかにいかがでしょうか。 
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 特になければ、無理に時間を費やす必要もございませんので、予定より30分早いのです

が、本日はこれくらいで終了ということにさせていただければと思いますが、御発言はさ

らにございますでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、再開の１回目になりますけれども、何となく卒業したと思ったら単位が足り

なかった印象を受けるという感じですけれども、それはともかくといたしまして、それで

は、本日はこれくらいにさせていただきたいと思います。 

 それでは、事務局から。 

○山澄審議官 次回の日程につきましては、座長と御相談の上、改めて御案内させていた

だきます。 

○森田座長 ありがとうございました。 

 それでは、以上をもちまして、本日の「データ利活用制度・システム検討会」は終了と

いたします。 

 御出席いただき、ありがとうございました。 




